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鹿児島県からのお知らせ
毎年４月2日は「世界自閉症啓発デー」、４月２日～８日は「発達障害啓発週間」です

「手話」を体験してみませんか～手話講座・手話出前講座の御案内～

鹿児島県身障者用駐車場利用証制度（パーキングパーミット制度）について

ヘルプマーク・ヘルプカードをご存知ですか

問い合わせ先：県庁障害福祉課　TEL（099）286-2744　FAX（099）286-5558

県庁障害福祉課障害者支援室地域生活支援係　TEL（099）286-2746　FAX（099）286-5558

県庁障害福祉課障害者支援室地域生活支援係　TEL（099）286-2746　FAX（099）286-5558

○　自閉症をはじめとする発達障害の方は、他人の意図や感情を直感的に理解したり、言葉を適切に使うことなどが苦手な場
合があり、学校や職場でさまざまな問題や困難に直面することがあります。
○　これらは、親のしつけや家庭環境が原因ではなく、脳機能の発達に関係するものです。
○　発達障害は、見た目には障害があることがわかりにくいため、行動や態度が誤解されることがあります。
○　発達障害の特徴を知り、正しく理解していただくことが大切です。
　※詳しくは、県ホームページをご覧ください。

　県では、聴覚障害を理解していただき、手話の普及を図るため、県民向けの手話講座と県内の事業者や団体等が行う研修等
へ講師派遣を行う手話出前講座を開催しています。講座では、あいさつ等の簡単な日常会話を実際に体験していただきながら
楽しく学ぶことができます。お気軽に御参加ください。詳しくはホームページをご覧ください。
　出前講座（講師派遣）を希望される場合、下記までお問い合わせください。

　右の表示のある身障者用駐車場は、県の発行した利用証（基準に該当する方に交付されます。）がないと使用
することができません。
　車の乗り降りのためにドアを全開にしなければならない方、歩行困難によりできるだけ建物に近い位置に駐車
を必要としている方など、この駐車スペースを必要としている方が利用できるよう鹿児島県身障者用駐車場利用
証制度への協力・理解をお願いします。
　本制度の対象となる方で利用証をお持ちでない方は最寄りの窓口（県庁障害者支援室、地域振興局・支庁・事
務所、ハートピアかごしま）で申請くださるようお願いします。詳しくは県ホームページをご覧ください。

　県では、義足を使用している方や、内部障害、難病の方など、外見から援助等が必要なことが分か
らない方々を対象に、「ストラップ型のヘルプマーク」、「ヘルプカード」を配布しています。
　ヘルプマーク・ヘルプカードを持っている方がお困りのようであれば、「どうしましたか？」、「何か
お困りですか？」と声をかけていただき、できる範囲での手助けをお願いします。
　ヘルプマーク・ヘルプカードの配布は、お住まいの市町村、県庁障害者支援室、地域振興局・支庁、
ハートピアかごしまにて行っています。また、郵送での配布も行っております。詳しくは県ホームペー
ジをご覧いただくか、県庁障害者支援室までお問い合わせください。
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県ホームページ＞健康・福祉＞障害者福祉＞かごしま県民手話言語条例が施行されました＞手話講座
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